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改正政省令・告示は、令和３年４月１日から施行・適用します。 

※一部経過措置があります（令和４年４月１日施行、フィットテストの実施については 

令和５年４月１日施行） 

 

 
 

 

③  個人ばく露測定による溶接ヒュームの濃度の測定等を行ったときは、 

その都度、必要な事項を記録します。 

（当該金属アーク溶接等作業方法を用いなくなった日から３年保存） 
 



 

  
 

 

      改正内容に関する通達・資料はこちら 

厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00001.html 
  

  

※現時点での法改正の内容等は厚生労働省ホームページでご確認ください。また、本リーフの再配布、転用はしな

いでください。 

 


